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午前１０時００分 開会

─────────────────

◎日程第１ 開 会

○議長（馬場騎一君） 出席議員は定足数に

達しておりますので、会議は成立しました。

これより、去る１１月２２日告示招集され

ました平成２３年三沢市議会第１回臨時会を

開会します。

それでは、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第１号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第２ 会議録署名議員の指名

○議長（馬場騎一君） 日程第２ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員に、３番瀬崎雅弘議員、２

０番森三郎議員の両氏を指名します。

─────────────────

◎日程第３ 会期の決定

○議長（馬場騎一君） 日程第３ 会期の決

定を行います。

お諮りします。

今臨時会の会期は、本日１１月２９日、１

日としたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（馬場騎一君） 御異議なしと認めま

す。

よって、会期は、本日１１月２９日、１日

と決定しました。

─────────────────

◎日程第４ 諸報告

○議長（馬場騎一君） 日程第４ 諸報告

は、印刷してお手元に配付したとおりです。

御了承願います。

─────────────────

◎日程第５ 議案第７１号

○議長（馬場騎一君） 日程第５ 議案第７

１号を議題とします。

提案理由の説明を願います。

市長。

○市長（種市一正君） おはようございま

す。

本日ここに、平成２３年三沢市議会第１回

臨時会の開会に当たり、上程されました議案

について、その概要を御説明申し上げ、御審

議の参考にしていただきたいと存じます。

本臨時会は、職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例の制定について御審議を

賜りたく招集いたした次第であります。

議案第７１号職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例の制定につきましては、

青森県人事委員会の給与等に関する勧告に基

づく県職員の給与改定に準じ、職員の給料月

額を引き下げるために提案するものでありま

す。

以上、提案いたしました議案の概要を御説

明申し上げましたが、議事の進行に伴い、御

質問等に応じ、本職並びに関係部長から詳細

に御説明申し上げたいと存じます。

何とぞ慎重御審議の上、原案どおり御議決

賜りますようにお願いを申し上げます。

○議長（馬場騎一君） お諮りします。

本臨時会に提出されております議案の審議

につきましては、会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思いま

す。これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（馬場騎一君） 御異議なしと認めま

す。

よって、委員会付託を省略します。

続いて、議案第７１号について議案の説明

を願います。

総務部長。

○総務部長（工藤智彦君） 議案第７１号職

員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例の制定について御説明申し上げます。

議案書の１ページをごらんいただきたいと

思います。

この議案は、青森県人事委員会の給与等に

関する勧告に基づく県の職員の給与改定に準

じ、職員の給料月額を改定するため提案する

ものであります。

それでは、主な改正概要について御説明申



― 4 ―

し上げます。

議案書の２ページをごらんいただきたいと

思います。

はじめに、第１条の職員の給与に関する条

例の一部改正ですが、別表第１、別表第２並

びに別表第３イ及びウの改正は、給料月額を

平均で０.２９％引き下げるものでありま

す。

なお、初任給を中心とした若年層につきま

しては、据え置きとなっております。

次に、議案書の１３ページをごらんいただ

きたいと思います。

第２条の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例の一部改正は、これまで経過措

置として、給料月額が平成１８年３月３１日

に支給されていた給料月額に達していない職

員には、平成１８年３月３１日に支給されて

いた給料月額に１００分の９９.５９を乗じ

て得た額を給料月額として支給しておりまし

たが、給料表の改正により、その額を平成１

８年３月３１日に支給されていた給料月額に

１００分の９９.１を乗じて得た額に改める

等を規定するものであります。

附則第１項は、施行日を平成２３年１２月

１日からとするものであります。

附則第２項は、特例措置として、平成２３

年１２月に支給する期末手当について、平成

２３年４月から平成２３年１１月までの間に

支給される給与、期末手当及び勤勉手当に係

る減額調整を行うことを規定しております。

附則第３項は、運用規定であり、第４項

は、規則への委任規定であります。

以上、よろしくお願い申し上げます。

○議長（馬場騎一君） それでは、質疑を行

います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（馬場騎一君） ないようですので、

質疑を終結します。

続いて、討論を行います。

なお、討論の通告がありますので、発言を

許します。

４番奥本菜保巳議員。

○４番（奥本菜保巳君） 議案第７１号職員

の給与に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について、反対の立場で討論いたしま

す。

多くの住民の皆さんは、公務員に対し好意

的ではないようです。しかし、本来、公務員

とは、国民全体の奉仕者として、国民生活と

権利を守る重要な役割を担っています。国民

の税金を無駄なく使い、国民・住民のための

効率的で公正な行政運営を担っています。

特に住民に直接的にかかわる地方の公務員

には、暮らしの安心・安全を守り、教育と医

療、介護、福祉、保育などの社会保障や環

境、防災を支える重要な役割があります。そ

の役割にふさわしい待遇と労働条件を確保し

てこそ、住民は行き届いた行政サービスを受

けることができます。

あの３・１１の震災時においても、被災地

では住民の命を守るために多数の地方公務員

が犠牲になっています。そして現在も、住民

とともに、復興のために奮闘しています。ま

さに公僕であります。

そして、その公務員の給与は、地域におけ

る一定の社会的規範性を持っています。よっ

て、民間の給与の基準、目安となる性質上、

職員の給与引き下げは、民間労働者の給与に

まで影響することになります。

昨今のデフレにより中小の民間企業の給与

が下がっています。公務員も下げるべきだと

いう声が高まっています。しかし、今、本当

にやるべきことは、民間企業で働く労働者の

給与を当たり前に生活できる水準にすること

です。

総務省が今月１５日に発表した７月から９

月の労働力調査詳細集計によると、雇用者に

占める非正規雇用の割合は、前年同月比０.

７ポイント増の３５.３％、とりわけ１５歳

から２４歳では４６.５％にも上ります。

今、経済が低迷している一番の原因は、民

間の給与が減少し続け、非正規労働者がふえ

続けていることにあります。この問題を解決

せずに、ただ単に地方公務員の給与を引き下



― 5 ―

げ続けても、さらに景気悪化を招くだけで

す。行政サービスを低下させ、地域全体の賃

金水準の引き下げにつながります。

私は、高級官僚の天下り、行政の無駄や浪

費にメスを入れることには大賛成ですが、地

域の経済に打撃を与える、たび重なる職員の

給与引き下げには反対を表明いたします。

○議長（馬場騎一君） ほかにございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（馬場騎一君） ないようですので、

討論を終結します。

これより、採決します。

この議案は、起立により採決します。

議案第７１号は、原案のとおり可決すべき

ものと決することに賛成の方の起立を求めま

す。

（賛成者起立）

○議長（馬場騎一君） 起立多数です。

よって、議案第７１号職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例の制定について

は、原案のとおり可決と決しました。

─────────────────

○議長（馬場騎一君） 以上で、本臨時会に

付議された事件はすべて議了しました。

これをもって、平成２３年三沢市議会第１

回臨時会を閉会します。

午前１０時１４分 閉会
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。

平成 年 月 日

三沢市議会議長 馬 場 騎 一

会議録署名議員 瀬 崎 雅 弘

会議録署名議員 森 三 郎


